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資料１－２ 



 

６ 救急医療体制 

（１）現 状 

  ① 救急搬送・受診状況 

   ○ 当圏域における救急医療の需要は増加傾向にあり、救急車の搬送件数

を例にとると、平成２２（２０１０）年の１，７２３件から平成２７

（２０１５）年の１，８０８件と、この５年間で約４．９％増加してい

ます。 

     背景にはさまざまな要因が考えられますが、地域住民の高齢化や家族

構成等の生活環境の変化に加え、救急車を利用する側の意識の変化、地

域の医療体制の変化などが考えられます。 

     また、受入施設の関係等から搬送時間が１時間以上の長時間救急搬送

件数は、平成２７（２０１５）年では全体の２０．２％に当たる３６７

件となっています。平成２７（２０１５）年の全道での１時間以上の長

時間救急搬送人員（道は人員）が全体の８．４％であることから、管内

は高い状況にあると考えます。 

   ○ 近年、救急搬送患者における軽症患者の割合の増加や、夜間休日等の

救急外来を受診する軽症患者の増加などにより、対応する医療機関の負

担が増大するなどの問題が生じています。 

 

  ② 救急医療提供体制 

    当圏域では、在宅当番医制による医療の提供や救急告示医療機関による

二次救急医療体制を整備し、医療の必要な地域住民の受入体制を確保して

います。 

（平成３０（２０１８）年７月１日現在） 

 町 名 参加医療機関名 

在宅当番 

 

医 制 

八 雲 町 
八雲総合病院、まきた循環器内科クリニック、 

魚住金婚湯医院 

せたな町 せたな町立国保病院、道南ロイヤル病院 

今 金 町 今金町国保病院 

救急告示 

 

医療機関 

八 雲 町 
八雲総合病院（病院群輪番制） 

八雲町熊石国民健康保険病院 

長万部町 長万部町立病院 

せたな町 せたな町立国保病院 

今 金 町 今金町国保病院 

 

 在宅当番医制による診療時間等 

         日曜、祝日の ９：００～１５：００（八雲町） 

            日曜、祝日の１０：００～１５：００（せたな町、今金町） 

 



 

   （初期救急医療体制） 

   ○ 主に軽度の救急患者に外来診療を行う初期救急医療は、日曜、祝日の

昼間における在宅当番医制で対応しているほか、救急告示医療機関によ

り２４時間受け入れる体制を確保しています。 

 

   （二次救急医療体制） 

   ○ 入院治療を必要とする重症救急患者に対する二次救急医療は、救急告

示医療機関である５か所の病院により体制を確保しています。 

 

   （三次救急医療体制） 

   ○ 道南第３次医療圏の三次救急医療を担う医療機関として市立函館病院

が救命救急センターに指定され、心筋梗塞、脳卒中、交通事故等による

多発外傷などの重篤救急患者の救命医療を２４時間３６５日体制で行っ

ています。 

   ○ 道南ドクターヘリ等の活用により、緊急に専門医療機関での診察や治

療が必要な患者の搬送や、現場で医師による医療処置が必要な傷病者に

対処しています。 

 

  ③ 住民への情報提供や普及啓発 

    救急当番医療機関等の情報を電話やインターネット等で確認できる「北

海道救急医療・広域災害情報システム※１ により提供しているほか、自動

体外式除細動器（ＡＥＤ）※２ の使用方法を含む救急法等講習会の実施、

ポスター・リーフレット等の配布などにより救急医療機関や救急車の適切

な利用に関する普及啓発を行っています。 

 

    ９月９日の「救急の日」の事業として毎年、地域の関係機関は一般住民

を対象に心蘇生法及び自動体外式除細動器（ＡＥＤ）の使用方法等の講習

会を行っています。 

 

※１ 北海道救急医療・広域災害情報システム ： 医療機関、消防機関、救急医療情報案内セ

ンターをコンピュータネットワークで結び、休日、夜間の救急医療対応医療機関情報の道

民への提供や、消防機関・医療機関における救急対応に必要な情報収集・提供等を行うシ

ステムのこと。 

※２ 自動体外式除細動機（ＡＥＤ）：Automated External Defibrillatourの略心室細動等に

よる心停止者に対し、必要な場合にのみ心臓に電気ショック（除細動）を実施することが

できる機器で、平成16（２００４）年7月から一般市民が使用できるようになった。 

 

（２）課 題 

  ① 初期救急医療体制及び二次・三次救急医療体制の充実 

   ○ 地域における医師・看護師等の従事者確保の困難性や、救急搬送患者

における軽症者の割合の増加及び夜間休日等に救急外来受診する軽症患



 

者の増加などが加わり、対応する医療機関の負担が増大しています。 

     そのため、初期・二次医療機関の役割分担と連携体制の強化が求めら

れています。 

 

  ② 救急搬送体制の充実 

   〇 メディカルコントロール体制における検証医師の確保など、メディカ

ルコントロールに基づく病院前救護体制※ の一層の充実が求められてい

ます。 

 

      検証医師の役割：救急救命士が行う処置について、医学的観点から事

後検証及び病院実習を行い、検証体制及び再教育体制において中心的な

役割を担う。 

 

※ メディカルコントロールに基づく病院前救護体制：傷病者の救命率の向上や合併症の発生

率の低下等の予後の向上を目的に、救急現場から医療機関に搬送されるまでの間に、医師の

指示又は指導・助言等の下に救急救命士等が気管挿管等の医行為を実施すること。 

 

  ③ 住民への情報提供や普及啓発 

   ○ 夜間及び休日の救急医療機関の利用や救急車の使用の適正化を図るた

め、住民に対する啓発活動を積極的に実施する必要があります。 

   ○ 北海道救急医療・広域災害情報システムの活用を促進し、必要な医療

機関の検索や家庭で実施出来る簡単な応急手当の周知、ＡＥＤの使用方

法を含む救急法等講習会を開催する必要があります。 

   ○  高齢化が一層進むことから、救急医療機関の機能と役割を明確にし、

入院、退院あるいは転院時におけるかかりつけ医等の医療機関や介護保

険施設などとの連携強化が必要です。 

 

（３） 必要な医療機能 

  ① 初期から三次に至る救急医療体制の充実 

    初期から三次救急医療に至る体系的な医療提供体制の充実を図るととも

に、救急医療機関の負担軽減や病床確保を図るため、急性期を脱した回復

期の患者を地域の回復期の医療機関で受けられるよう、かかりつけ医等の

医療機関や介護保険施設等の機能に応じた連携体制を構築することが必要

です。 

 

  ② 病院前救護及び救急搬送体制の充実 

    ＡＥＤの使用方法を含む救急法等の住民への普及及び救急車等による陸

路搬送のほか、ヘリコプター等による搬送も活用した、より迅速な救急搬

送体制の充実が求められています。 

 

 



 

（４）数値目標等 

指標名（単位） 現状値 目標値 

在宅当番医制等初期救急医療の確保町数（町数） ４ ４ 

病院群輪番制の実施第二次医療機関数（医療圏） １ １ 

救急法等講習会の実施 （医療圏） １ １ 

救急自動車による搬送時間が１時間以上の救急件数 

割合（％） 
２０．２ 

現状値 

より減少 

 

（５）数値目標等を達成するために必要な施策 

   救急医療資源に限りがある中、地域の方が「医の原点」ともいわれる救急

医療を適切かつ迅速に受けられるよう、地域の救急医療機関が連携し、救急

医療体制を確保することが重要です。 

   このため、患者の症状に応じた医療が提供できるよう初期から三次救急医

療に至る体系的な医療提供体制を確保するとともに、広域な医療圏域を考慮

し、より迅速な救急搬送体制の整備を図る必要があります。 

 

  ① 初期救急医療体制の充実 

   ○ 現状の初期救急医療体制の維持に努めます。 

   ○ 当圏域での救急医療体制の維持充実を図るため、救急医療機関の適切

な受診に関する啓発を、関係機関・団体等と連携して積極的に実施しま

す。 

 

  ② 二次・三次救急医療体制の充実 

   ○ 北渡島檜山圏域における重症患者に対し、より充足した救急医療体制

を２４時間３６５日体制で実施するため、搬送・受入体制の整備に努め

ます。 

   ○ 二次救急医療機関の役割分担の明確化を図りつつ、三次医療機関も含

めた関係機関の連携強化に努めます。 

     また、患者搬送における迅速化のため、地元医療機関と各消防機関の

エリアを越えた医療機関との連携を一層、推進します。 

 

  ③ 救急搬送体制の充実 

   ○ 検証医師の確保などにより、メディカルコントロールに基づく病院前

救護体制の充実に努めます。 

 

  



 

  メディカルコントロール検証医師の要件（以下の全ての項目を満たすこと。） 

 ・ 救急医療に精通していること。 

 ・ 地域の消防行政を熟知していること。 

 ・ 地域の救急搬送、医療体制を熟知していること。 

 ・ 救急救命士を含む救急隊員が現場で行う救急業務等に関して体験的に熟知していること。 

 ・ 救急救命士を含む救急隊員の教育、研修に従事していること。 

 ・ 二次救命処置※ を熟知していること、又は日本救急医学会認定による救急認定医の資格

などを有していること。 

 

  次の要件のいずれかを満たしている者（上記アンダーライン部） 

 ア 北海道知事が指定する救命救急センターに勤務する医師のうち、申し出のあったもの。 

 イ ア以外の救急医療施設にあっては、日本救急医学会が認定する認定医、専門医、指導医

の資格を有する医師のうち、申し出があったもの。 

 ウ ＪＰＴＥＣコースメディカルディレクター及びＡＣＬＳインストラクター又はＩＣＬＳ

コースディレクターの要件を満たす医師で、地域メディカルコントロール協議会から北海

道救急業務高度化推進協議会へ申請し、承認を得たもの。 

 エ 救命救急センターに５年以上の勤務実績があり、引き続き第２次救急医療機関で救急業

務に従事している医師で、地域メディカルコントロール協議会から北海道救急業務高度化

推進協議会へ申請し、承認を得たもの。 

 

 ※ 二次救命処置：病院など設備の整った環境で、広範な患者に対して有資格者により行わ

れる救命処置であり、その対象は「生命に危険のある病態」であって心肺停止の有無を問

わない。 

 

   ○ より迅速な救急搬送体制を確保するため、管内の広域性を考慮し、ド

クターヘリの活用を推進します。 

 

  ④ 住民への情報提供や普及啓発 

   ○ 北海道救急医療・広域災害情報システムの普及、救急医療に関する必

要な情報提供等を行います。 

   ○ 引き続き、ＡＥＤの整備促進や救急法等講習会を開催するなど普及啓

発に努めます。 

   ○ 医師会や消防機関などと連携し、救急医療機関や救急車の適切な利用

に関する普及啓発に努めます。 

 

（６）医療機関の具体的名称 

   【病院群輪番制実施病院】八雲総合病院 

 

（７）歯科医療機関（病院歯科、歯科診療所）の役割 

   夜間や休日等に急に歯科疾患が発症した場合に対応するため、休日救急歯

科医療の確保に努めます。 



 

 

（８）薬局の役割 

   休日・夜間の診療体制など、地域の実情に合わせ、薬局が相互に連携し、

休日・夜間における調剤応需のほか、市販薬を含めた医薬品等の供給体制の

充実に努めます。 

 

（９）訪問看護ステーションの役割 

   ○ 救急医療機関等から退院する患者に対して、救急医療機関及び主治医

と連携の下、治療の継続を支援します。 

   ○ 在宅療養者の急変時に適切に対応できるよう、緊急時の連絡体制等に

ついて、本人・家族、主治医、救急隊員等との情報共有、連携に努めま

す。 

 

  



 

11 在宅医療の提供体制 

（１）現 状 

  ① 高齢化の進行による在宅医療の必要性 

    高齢化の急速な進行等により、長期にわたる療養や介護を必要とする患

者の増加が見込まれ、医療機関や介護保険施設等の受け入れにも限界が生

じることが予測される中、在宅医療（人生の最終段階における医療及びケ

アを含む）は、患者の生活の質（ＱＯＬ）を重視する観点から、慢性期及

び回復期の患者の受け皿として、また看取りを含む医療提供体制の基盤の

一つとして期待が高まっています。 

【総人口と高齢者人口】                 （単位：人、％） 

  総人口 

Ａ 

６５歳以上人口 ７５歳以上人口 

Ｂ 比率(Ｂ／Ａ) Ｃ 比率(Ｃ／Ａ) 

八 雲 町 １７，２５２ ５，３６９  ３１．１％  ２，７８９  １６．２％ 

長万部町 ５，９２６ ２，１９０  ３７．０％  １，３１８  ２２．２％ 

今 金 町 ５，６２８ ２，０９７  ３７．３％  １，１９３  ２１．２％ 

せたな町 ８，４７３ ３，５８９  ４２．４％  ２，０５３  ２４．２％ 

北渡島檜山 ３７，２７９ １３，２４５  ３５．５％  ７，３５３  １９．７％ 

全  道 5,381,733 1,558,387  ２９．０％ 767,891  １４．３％ 

※ 平成２７年国勢調査  

 

 〈在宅医療〉 

  治療や療養を必要とする患者が、通院困難な状態にあっても自宅等の生活の場で必要な医療

を受けられるように、医師などが自宅等を訪問して看取りまでを含めた医療を提供するもので

す。 

  在宅医療の対象者は、病気やけがなどにより通院が困難な人で、退院後継続して治療が必要

な人、又は自宅等で人生の最終段階における医療を希望する人などで、具体的には寝たきりの

高齢者、神経難病患者、けがによる重度後遺症のある患者、末期がん患者などです。 

 

 〈人生の最終段階における医療及びケアのあり方〉 

  医師等の医療従事者から適切な情報の提供と説明がなされ、それに基づいて患者が医療従事

者と話し合いを行い、患者本人による決定を基本とした上で、人生の最終段階における医療を

進めることが最も重要です。 

 

  ② 圏域の在宅医療に係る現状 

   ○ 全国的に実施された高齢者の健康に関する調査※１ では、６３．２％

の人が最期まで在宅等（自宅、特別養護老人ホームなどの福祉施設、高

齢者向けのケア付き住宅）での療養を希望している一方で、本道では在

宅等における死亡の割合※２ は１２．７％と全国平均の１９．９％を大

きく下回っています。 

     当圏域における在宅等における死亡の割合※３ は、７．４％と全道平

均を下回ってます。 



 

   ○ 在宅医療サービスの提供状況を見ると、本道では、医療保険等による

在宅サービス（往診・訪問診療・看取り）を実施している医療機関※４ 

は、人口１０万人当たりでは、病院が６．６施設（全国平均４．２施

設）、診療所が１８．７施設（全国平均３０．３施設）となっており、

診療所において大きな差が生じています。 

     当圏域では、１４医療機関(病院・診療所）のうち１０施設（病院６、

診療所４）が在宅医療サービスを実施しています。 

 

【北渡島檜山圏域で在宅医療サービスを実施している医療機関】 

 往診(２４ 

時間可能) 

往診 

(左記以外) 

在宅患者 

訪問診療※  

在宅患者訪問 

看護・指導 

在宅訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ 

ﾃｰｼｮﾝ指導・管理 

病 院 ０ ４ ６ ４ ４ 

診療所 ３ １ ４ １ ０ 

※ 北海道医療機能情報システム（平成３０（２０１８）年７月１日時点） 

※ 在宅患者訪問診療：在宅での療養を行っている患者であって、疾病、傷病のために通院によ

る療養が困難な者に対して定期的に訪問して診療を行った場合の評価で、継続的な診療の必要

がない方等には算定できない。 

 

   ○ 人生の最終段階も含め２４時間体制で患者の急変等に対応できる在宅

療養支援診療所及び在宅療養支援病院※５ は、全道で平成２９（２０１

７）年４月現在、それぞれ２５８施設、５２施設が届出を行っており、

年々増加の傾向があり、このうち札幌圏はそれぞれ１３４施設（全体の

５１．９％）、２７施設（全体の５１．９％）となっていますが、当圏

域では、この届出を行っている医療機関はありません。 

   ○ 訪問看護ステーション（サテライト型事業所を含む）は、全道で平成

２９（２０１７）年４月現在４８２か所あり、年々増加の傾向にありま

す。 

     当圏域では、平成３０（２０１８）年４月１日現在、病院（みなし指

定）による訪問看護事業所２施設（八雲町１施設、せたな町１施設）が

サービスを提供しています。 

     なお、訪問看護ステーションがない今金町や長万部町では、他地域の

事業所等によりサービスが提供されています。 

   ○ 在宅患者への訪問による薬剤管理指導を実施し、在宅患者調剤加算を

算定している薬局は、全道で平成２９（２０１７）年４月現在、５６３

施設であり開設許可を受けている薬局の２４．０％となっています。 

     当圏域においては、平成３０（２０１８）年７月現在、６施設が届け

出を行っており、開設許可を受けている薬局の４０．０％となっていま

す。うち、算定実績があるのは２施設です。 

   ○ がんなどの疼痛緩和に必要な医療用麻薬の調剤や患者宅での保管管理

・廃棄等の指導に対応できる麻薬免許を有する薬局は、全道で平成２９

（２０１７）年１月現在、２，０１４施設となっています。 



 

     当圏域においては、平成３０（２０１８）年４月現在、１２施設とな

っており、開設許可を受けている薬局の８０．０％です。 

 

※１ 高齢者の健康に関する調査：：内閣府「高齢者の健康に関する意識調査」（平成２４

年）。 

※２ 在宅等における死亡の割合：厚生労働省「人口動態調査」（平成２８（２０１６）

年）。 

※３ 当圏域における在宅等における死亡の割合：厚生労働省「人口動態調査」（平成２８

（２０１６）年）。 

※４ 医療保険等による在宅サービス（往診・訪問診療・看取り）を実施している医療機関：

厚生労働省「医療施設調査」（平成２６（２０１４）年）。 

※５ 在宅療養支援診療所及び在宅療養支援病院：在宅医療をする医師を増やそうと厚労省が

平成１８（２００６）年度に創設した。要件として、所属する常勤医師３名以上、過去１

年間の緊急の往診実績５件以上等があるが、複数の医療機関が連携をして要件をみたすこ

とが可となっている。 

 

（２）課 題 

  ① 在宅医療に関わる機関の連携の推進 

    在宅医療を必要とする患者を地域で支援するには、かかりつけ医機能を

強化した医療機関との連携体制が必要です。そのためには、在宅医療サー

ビスを担う医療機関の理解が深まり、更なる連携が地域で推進されるよ

う、在宅医療を必要とする住民の状況や訪問看護等のサービス提供情報を

地域の医療機関や関係機関で共有することが必要です。 

 

  ② 在宅医療を担う医療機関等の充実 

   ○ 当圏域では、在宅医療を提供できる医療機関や訪問看護ステーション

の偏在化がみられ、どの地域においても在宅医療を受けられるよう医療

機関や訪問看護ステーションの体制を整備することが必要です。 

     なお、この偏在の要因の一つとして、在宅医療を担う医療スタッフの

不足があげられており、マンパワーの確保も当圏域における重要な課題

の一つとなっています。 

   ○ 在宅医療を必要とするニーズが多様化するなか、広域な当圏域におい

ては、在宅医療を求める患者ができるだけ住み慣れた家庭や地域で生活

を送ることができるよう、在宅医療を提供できる医療機関や訪問看護ス

テーションをはじめとした関係機関や関連事業所の充実が必要です。 

 

  ③ 在宅ケア体制の充実 

   ○ 当圏域においては、地域の人口減少、核家族化、単身高齢世帯の増加

等の家族構成の変化から、在宅療養を支えるための家族の介護力の確保

が困難な状況となっています。 

   ○ 在宅医療を求める患者ができるだけ住み慣れた家庭や地域で生活を送



 

ることができるよう、医療機関と在宅等をつなぐ切れ目のない連携を図

るとともに、在宅等での生活を支えるための福祉・介護サービスの充実

が必要です。特に、人生の最終段階における医療においては、患者や家

族を支える介護力の確保と緩和ケア等のより充実した支援体制が求めら

れます。 

   ○ また、高齢者のフレイル※ 対策として、低栄養の防止が重要であるこ

とから、在宅等での栄養管理や口からの食生活を推進していくための歯

・口腔機能の維持と誤嚥性肺炎防止などの一環として、専門的な口腔ケ

アの提供体制の充実が必要です。 

 

※ フレイル：学術的な定義は確定していないが、「後期高齢者の保健事業のあり方に関する

研究」報告書では、「加齢とともに、心身の活力（運動機能や認知機能等）が低下し、複数

の慢性疾患の並存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱化が出現した状態で

あるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」と定義され

ている。（平成２７年度厚生労働科学研究特別事業「後期高齢者の保健事業のあり方に関す

る研究」報告書） 

 

  ④ 訪問看護の質の向上 

    訪問看護師には、医師や歯科医師、薬剤師、歯科衛生士、介護支援専門

員などの専門職種と連絡・調整を図りながら、在宅療養者に適切な看護を

提供する能力が求められています。 

 

  ⑤ 訪問薬剤管理指導の推進 

   在宅患者が医薬品を適正に使用できるよう、薬局と医療機関等との間で服

薬情報等を共有するとともに、薬局薬剤師による在宅患者の医薬品管理･適

正使用の指導（薬剤管理指導）の実施が求められています。 

 

  ⑥ 地域住民に対する在宅医療の理解の促進 

   ○  在宅医療を推進するためには、医療機関はもとより、住民に対する情

報提供や普及啓発が必要です。 

   ○  人生の最終段階の患者が自ら望む場所で最期を迎えることができるよ

う、患者やその家族、在宅医療に携わる関係者が患者の意思を共有する

ことが必要です。 

   ○ また、家庭における看護の需要に対応するため、在宅療養に必要な家

庭看護の知識・技術の普及を図る必要があります。 

 

  ⑦ 災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築 

   ○  災害時に自ら避難することが困難な在宅療養中の患者が適切に避難支

援を受けられる体制の構築が必要です。 

   ○  また、避難後には、救護所や避難所における健康管理を中心とした活

動が重要なことから、住民に対し、お薬手帳活用等の普及啓発が必要で



 

す。 

 

（３）必要な医療機能 

   ○ 入院医療機関と在宅医療に係る機関の円滑な連携により、切れ目のな

い継続的な医療体制を確保することが必要です。【退院支援】 

   ○ 患者の疾患、重症度に応じた医療（緩和ケアを含む）が多職種協働に

より、できる限り患者が住み慣れた地域で継続的かつ包括的に提供され

ることが必要です。【日常の療養支援】 

   ○  在宅療養者の病状急変時に対応できるよう、在宅医療を担う病院・診

療所、訪問看護ステーション及び入院機能を有する病院・診療所との円

滑な連携による診療体制を確保することが必要です。【急変時の対応】 

   ○ 地域において在宅医療・救急医療等の関係者間の連携体制の構築を支

援し、人生の最終段階において本人の意思が尊重される環境を整備する

ことが必要です。【急変時の対応】 

   ○  自宅、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等の住まいや介

護保険施設等、患者が望む場所での看取りを行うことができる体制を確

保することが必要です。【看取り】 

 

 

  



 

（４）数値目標等 

指標区分 指標名（単位） 現状値 目標値  現状値の出典 

体制整備 

訪問診療を実施している医療

機関の数（人口 10万人対） 

９ 

(23.9) 

維持･ 

増加 

平成２８年度ＮＤＢ 

［厚生労働省］ 

機能強化型の在宅療養支援診

療所＊１ 又は病院＊２ の数 
０ 

増加を目

指す 

北海道保健福祉部調査 

（平成 29年 4月現在） 

機 能 ご と

の体制等 

退院支援を実施している医療

機関の数 
２ 

維持･ 

増加 

平成２８年度ＮＤＢ 

［厚生労働省］ 

在宅療養後方支援病院数 ０ 
増加を目

指す 

北海道保健福祉部調査 

（平成 29年 4月現在） 

在宅看取りを実施する医療機

関の数 
２ 維持 

平成２８年度ＮＤＢ 

［厚生労働省］ 

多 職 種 の

取 組 確 保

等 

訪問看護ステーション数 ０ １ 
平成２８年度ＮＤＢ 

［厚生労働省］ 

歯科訪問診療を実施している

診療所の数 
６ 維持 

平成２８年度ＮＤＢ 

［厚生労働省］ 

訪問薬剤管理指導・居宅療養

管理指導を実施する薬局の数 
２ 維持 

平成２８年度ＮＤＢ 

［厚生労働省］ 

住 民 の 健

康状態等 
在宅死亡率（％） 

７．４ 

％ 

現状より

増加 

平成 28年人口動態調査 

［厚生労働省］ 

※ 目標年次は平成３２（２０２０）年度として設定（３年ごとに見直し） 

 

※１ 機能強化型の在宅療養支援診療所：「特掲診療科の施設基準等及びその届出に関する手

続きの取扱いについて」（平成２８年月４日保医発０３０４第２号厚生労働省保険局医療

課長通知）（以下「通知」という。）別添１の「第９」の１の（１）及び（２）に規定す

る在宅療養支援診療所。 

※２ 機能強化型の在宅療養支援病院：通知別添１の「第１４の２」の１の（１）及び（２）

に規定する在宅療養支援病院。 

 

（５）数値目標等を達成するために必要な施策 

  ① 地域における連携体制の構築 

   ○  将来的に各町単位での在宅医療の連携構築を目指し、退院支援から日

常の療養支援、急変時の対応、看取りまでの医療が継続して行われるよ

う多職種による連携体制を構築し、在宅医療を希望する患者や家族が安

心して暮らすことができる体制の整備を図ります。 

   ○ 地域における多職種の連携体制の構築に向けて、医療、保健、福祉関

係機関の情報交換や地域のケア体制検討のための会議等を通じ、関係機

関の連携の推進を図ります。 

   ○ また、地域関係者が在宅医療への理解を深め、支援に効果的に関わる

ことができるよう、実例から学べるような研修を開催し、また、当圏域

の実情や課題解決に向けた方策を協議する会議等を開催し、情報の共有



 

化に努めます。 

   ○ 在宅療養を求める患者や家族への在宅医療サービスの提供において、

医師、歯科医師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職種、歯科

衛生士、介護支援専門員などが役割を分担した在宅チーム医療が発揮で

きるよう、地域ケア会議の開催などを通じて、多職種間の連携体制の構

築・強化に努めます。 

 

  ② 在宅医療を担う医療機関の整備等 

    在宅医療を求める患者や家族のニーズに対応できるよう、在宅医療の中

心となる病院や診療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、訪問

リハビリテーション事業所等の整備を促進するとともに、サービスエリア

の拡大などサービス提供体制の充実に努めます。また、在宅医療を担う人

材の確保・育成に努めます。 

 

  ③ 在宅ケア体制の充実 

   ○ 緩和ケアを含めた在宅ケアが推進されるよう、在宅ケアに関わる医

師、薬剤師、看護師、リハビリテーション専門職種等の従事者に対して

専門研修を実施するとともに、各町の保健･福祉部局とも連携し、在宅療

養患者に対する相談支援体制等の整備に努めます。 

 

  ④ 訪問看護の質の向上 

    在宅療養者のニーズを的確にとらえ、他の専門職種との連絡・調整によ

り、生活の質を確保しながら支援を行うため、看護関係団体と連携した研

修や会議の実施等を通じ、訪問看護を行う職員の確保対策の推進と質の向

上を図ります。 

 

  ⑤ 訪問薬剤管理指導の推進 

    在宅患者の適正な服薬を図るため、服薬状況を記録する「お薬手帳」の

普及とともに、薬局に対し在宅患者の薬剤管理指導の実施を促すなど、薬

局における在宅医療への取り組みの充実に努めます。 

 

  ⑥ 地域住民に対する在宅医療の理解の促進 

   ○ 往診や訪問診療など在宅医療に重要な役割を果たすかかりつけ医、か

かりつけ歯科医、かかりつけ薬局を持つことの必要性や意義について普

及啓発に努めるとともに、当圏域における在宅医療の相談窓口や提供体

制に関する情報提供に努めます。 

   ○ 介護者や地域住民を対象とした講演会等を開催し、在宅療養に必要な

家庭看護の知識・技術の普及を図ります。 

   ○ 患者の意思に沿った医療が提供できるよう、日頃から急変時や人生の

最終段階における医療についてどう考えるか、かかりつけ医や家族等と

話し合うことの意義などについて、住民への普及啓発に努めるととも



 

に、在宅療養中の患者の急変に備え、かかりつけ医等医療従事者や介護

関係者間で患者の意思等が共有できる体制の構築に努めます。【関連：

第３章第６節「救急医療体制」（Ｐ５１）】 

 

  ⑦ 災害時を見据えた在宅医療の提供体制の構築 

    災害時に自ら避難することが困難な在宅療養中の患者が適切に避難支援

を受けられるよう、住民に対し、避難行動要支援者への支援制度やお薬手

帳等の意義について普及啓発するとともに、各町及び医療機関、関係団体

等との連携体制の構築に努めます。【関連：第３章第７節「災害医療体

制」（Ｐ５７）】 

 

（６）医療機関等の具体的名称 

 

往診(終日

対応でき

る医療機

関) 

往診(終日

往診可能

以外の医

療機関） 

在宅患者 

訪問診療 

在宅患者

訪問看護

・指導 

在宅訪問

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼ

ｮﾝ指導管

理 

八雲総合病院  ○ ○ ○ ○ 

八雲町熊石国民健康保険病院  ○ ○   

長万部町立病院   ○  ○ 

今金町国保病院   ○ ○  

せたな町立国保病院  ○ ○ ○ ○ 

道南ロイヤル病院  ○ ○ ○ ○ 

八雲ユーラップ医院  ○ ○ ○  

まきた循環器内科クリニック ○     

魚住金婚湯医院 ○  ○   

せたな町立国保病院大成診療所 ○  ○   

せたな町立国保病院瀬棚診療所   ○   

※ 北海道医療機能情報システム（平成３０（２０１８）年７月１日時点） 

 

（７）歯科医療機関（病院歯科・歯科診療所）の役割 

   ○ 高齢者のフレイ対策には食事が重要であり、経口摂取の維持・継続 に

よる低栄養や誤嚥性肺炎の予防が必要なことから、在宅歯科医療連携室

（函館市）との連携等により、在宅歯科医療や口腔衛生指導の推進を図

ります。 

   ○ 認知症を含めた要介護高齢者に対する経口摂取の維持・継続による低

栄養の予防や誤嚥性肺炎の予防のため、歯科診療所は医療機関、病院歯

科、訪問看護ステーション、介護事業所等と十分に連携しながら、口腔

衛生指導や歯科治療等、適切な歯科医療の提供に努めます。 

 

（８）薬局の役割 

   ○ 在宅患者の適切な服薬管理等を推進するため、かかりつけ薬局・薬剤



 

師を普及するとともに、在宅患者の薬剤管理指導や医薬品・衛生材料等

の円滑な供給を薬局相互の連携・協力により実施し、在宅医療の取組の

充実に努めます。 

   ○ 在宅緩和ケアにおける医療用麻薬の適正使用を推進するため、がん疼

痛緩和と医療用麻薬の適正使用に関する研修会に薬局薬剤師が積極的に

参加するなどして、医療用麻薬の適切な服薬管理に努めます。 

   ○ また、医療用麻薬を迅速かつ適切に在宅患者に提供するため、地域単

位での麻薬の在庫情報を共有するとともに、薬局間での融通などを行

い、麻薬の円滑な供給に努めます。 

 

（９）訪問看護ステーションの役割 

   ○ 在宅生活に移行するに当たっては、病院看護師等の医療機関のスタッ

フと訪問看護を担当する看護師が入院中から連携し、在宅療養の環境整

備に努めます。 

   ○ 治療や療養を必要とする患者が、通院困難な状態にあっても患者や家

族が希望する自宅等の生活の場で必要な医療を受けられるよう、地域の

特性や生活状況を踏まえた適切なケアの提供を行うとともに、関係機関

との調整を行う中心的な存在として、在宅生活の継続に向けた取組を進

めます。 

   ○ 在宅で療養生活を継続する患者の急変時に適切に対応できるよう、平

時から救急時の連携体制や救急車到着までの対処方法などを患者・家族

と事前に取り決め、緊急時の対応に備えます。 

   ○ 在宅療養中の患者が自宅等での看取りを希望する場合、主治医及び関

係者と十分に連携し、患者に対する緩和ケアや家族に対する精神的支援

などに努めます。 

 

 

  



 

  図 在宅医療の推進・多職種連携体制のイメージ 

 

 


